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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第44期
第２四半期
連結累計期間

第44期
第２四半期
連結会計期間

第43期

会計期間

自　平成20年
５月１日
至　平成20年
10月31日

自　平成20年
８月１日
至　平成20年
10月31日

自　平成19年
５月１日
至　平成20年
４月30日

売上高 (百万円) 181,451 91,654 328,071

経常利益 (百万円) 7,110 4,729 18,215

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,190 2,114 10,096

純資産額 (百万円) ― 104,168 104,519

総資産額 (百万円) ―　　　 160,248 154,687

１株当たり純資産額（普通株式） (円) ― 834.64 836.81

１株当たり純資産額（第１種優先株式） (円) ― 839.64 845.61

１株当たり四半期(当期)純利益
（普通株式）

(円) 24.23 15.58 81.61

１株当たり四半期(当期)純利益
（第１種優先株式）

(円) 29.23 20.58 91.69

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益
（普通株式）

(円) 24.15 15.53 81.33

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益
（第１種優先株式）

(円) 29.15 20.53 91.41

自己資本比率 (％) ― 64.9 67.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 694 ― 4,945

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △3,622 ― △ 14,167

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △2,968 ― 10,050

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (百万円) ― 16,591 22,549

従業員数 (名) 　― 5,879 5,988

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

    しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

                                                      平成20年10月31日現在

従業員数(名) 5,879 (4,139)

(注) １　従業員数は、就業人員であり、当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出

向者を含んでおります。

２　従業員数欄の（　）内は、臨時従業員（契約社員、嘱託及びパートタイマー）の当第２四半期連結会計期間の平

均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

                                                      平成20年10月31日現在

従業員数(名)  5,125 (2,046)

(注) １　従業員数は、就業人員であり、当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含んでおりま

す。

２　従業員数欄の（　）内は、臨時従業員（契約社員、嘱託及びパートタイマー）の当第２四半期会計期間の平均雇

用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称及び品目 金額（百万円）

 茶葉（リーフ）関連事業 6,283

 飲料（ドリンク）関連事業

　  （自社飲料製品用原料茶葉） 2,440

     （販売用飲料製品） 869

  飲料（ドリンク）関連事業計 3,310

  その他の事業 188

　合計 9,782

(注) １  販売用茶葉、販売用飲料製品及びその他の事業の金額は販売価格、自社飲料製品用原料茶葉の金額は原価に
よっております。

２  上記生産実績には外部へ製造委託している仕入製品は含まれておりません。

３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第２四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称  金額 (百万円)

　 茶葉（リーフ）関連事業 1,275

　 飲料（ドリンク）関連事業 35,711

 　その他の事業 2,365

合計 39,353

(注) １　金額は仕入原価によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注実績
　　　当グループは受注生産を行っておりません。
　

(4) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称  金額 (百万円)

　 茶葉（リーフ）関連事業 6,499

　 飲料（ドリンク）関連事業 79,966

 　その他の事業 5,188

合計 91,654

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間（平成20年８月１日から平成20年10月31日まで）におけるわが国の経済

は、原油及び原材料価格の高騰に伴う物価の上昇や、サブプライムローンに端を発した金融不安並びに円

高進行による輸出の伸び悩み等を背景に、企業収益は弱含みのなかで推移しており、景気の停滞感は一層

高まりました。

　飲料市場におきましては、夏場の天候不順に加え、国内景気後退懸念や生活必需品の価格上昇を背景に、

消費者の生活防衛意識が高まるなど総じて厳しい状況にありました。

　このような環境の中、当社は経営理念である「お客様第一主義」のもと、当社を取り巻く全てのお客様

に対し、「お客様が今でも何を不満に思っていらっしゃるか」を常に考え、積極的な事業活動を行ってま

いりました。

　売上高に関しましては、主力製品である日本茶飲料は堅調に推移し、果実飲料やミネラルウォーター等、

新たな柱となる飲料ブランドの裾野も確実に広がりを見せたものの、野菜飲料につきましては前年を下

回りました。この結果、売上高は916億54百万円となりました。

　利益面におきましては、原材料及びエネルギーコストの高騰、景気先行き不安に伴う消費者の生活防衛

など、収益を圧迫する要因が多い中、新規顧客獲得の強化など積極的な営業を展開すると共に、第３四半

期以降を見据えた中長期のマーケティング戦略を展開し、飲料市場におけるシェア向上を図るための投

資を行いました。この結果、営業利益は49億10百万円、経常利益は47億29百万円、四半期純利益は21億14百

万円となりました。

  事業の種類別セグメントの業績を示すと次の通りであります。

＜茶葉（リーフ）関連事業＞ 

 当第２四半期連結会計期間の売上高は64億99百万円となりました。 

＜飲料（ドリンク）関連事業＞ 

 当第２四半期連結会計期間の売上高は799億66百万円となりました。 

＜その他の事業＞ 

 当第２四半期連結会計期間の売上高は51億88百万円となりました。 
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,602億48百万円となり、前連結会計年度末と比較して55億61

百万円増加いたしました。主な資産の変動は、「商品及び製品」及び「原材料及び貯蔵品」が41億92百万

円、リース取引に関する会計基準の適用に伴い「リース資産」が71億8百万円それぞれ増加し、「現金及

び預金」が59億57百万円減少したことによるものです。

　当第２四半期連結会計期間末の負債は560億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して59億12百万

円増加いたしました。主な負債の変動は、リース取引に関する会計基準の適用に伴い「リース債務」が76

億29百万円増加し、「買掛金」が18億15百万円減少したことによるものです。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は1,041億68百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億51百

万円減少いたしました。主な純資産の変動は、四半期純利益により31億90百万円増加し、剰余金の配当に

より25億40百万円、「為替換算調整勘定」により5億34百万円それぞれ減少したことによるものです。

　以上の結果、自己資本比率は前期末の67.5％から64.9％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は165億91百万円となり、第１四半期連結会

計期間末より86億91百万円増加いたしました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況は、次の通りとなります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、108億40百万円の収入となりました。主な要因といたしまして

は、税金等調整前四半期純利益40億28百万円、売上債権回収62億59百万円によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、10億58百万円の支出となりました。主な要因といたしましては、

固定資産の取得により10億59百万円支出したことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、10億13百万円の支出となりました。主な要因といたしましては、

７億10百万円の配当金の支払いを実施したことによるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当グループが対処すべき課題についての重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における当グループの研究開発費の総額は４億93百万円であります。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、当グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

去等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除去、売却

等の計画はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社伊藤園(E00414)

四半期報告書

 7/37



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

第１種優先株式 200,000,000

計 200,000,000

（注）当社の定款第５条に定められたところにより、当社の普通株式及び第１種優先株式をあわせた発行可能種類株式

総数は、200,000,000株であります。

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年12月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 91,212,38091,212,380
東京証券取引所
（市場第１部）

―

第１種優先株式 35,246,96235,246,962
東京証券取引所
（市場第１部）

（注）２

計 126,459,342126,459,342― ―

（注）１．「提出日現在発行数」には、平成20年12月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

２．第１種優先株式の内容は、次のとおりであります。

（１）第１種優先配当

①普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という。）に対して剰余金の配当（配当財産が金銭の場合に限る。）を行うときは、当該配

当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株式の株主（以下「第１種優先株

主」という。）又は第１種優先株式の登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」という。）

に対し、当該配当に先立ち、第１種優先株式１株につき、当該配当において普通株式１株に対して交付す

る金銭の額に、125パーセントを乗じた額(小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。)の剰余金

の配当（以下「第１種優先配当」という。）を行う。第１種優先配当の計算の結果、算出された金額が下

記②に定める第１種無配時優先配当の金額に満たない場合、第１種優先配当の金額は第１種無配時優先

配当の金額と同金額とする。

②毎事業年度の末日、毎年10月31日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又は記録された

普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当（配当財産が金銭の場合に限る。）を行わない

ときは、当該株主名簿に記載又は記録された第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第

１種優先株式１株につき、15円の剰余金の配当（以下「第１種無配時優先配当」という。）を行う。

③第１種優先株式発行後、第１種優先株式の併合又は分割を行うときは、第１種無配時優先配当につき、併

合の割合又は分割の割合に応じて必要な調整を行うものとする。なお、調整の結果生じる端数について

は、小数第一位まで算出し、小数第一位を切り上げる。調整後の第１種無配時優先配当の額は、株式の併

合又は株式の分割の効力を生ずる日（以下「併合等効力発生日」という。）から適用する。但し、併合等

効力発生日の前日までの日を基準日とする第１種無配時優先配当についてはこの限りではない。

④第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、その不足額を累積

し、上記①又は②に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当又は第１種無配時優先配当

に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当（以下「第１種累積未払配当」という。）を行う。

⑤第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当、第１種無配時優先配当及び第

１種累積未払配当以外の金銭を配当財産とする剰余金の配当を行わない。
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（２）残余財産の分配

①残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普

通登録株式質権者に先立って、上記(1)④に規定する不足額を支払う。

②上記①に規定する場合には、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対して、上記①の規定に

よる支払いのほか、普通株主又は普通登録株式質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭

を支払う。

（３）議決権

第１種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。但し、過去２年

間において、法令及び定款に従って第１種優先配当又は第１種無配時優先配当を行う旨の決議が行われな

かったときは、第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、この限りでな

い。

（４）種類株主総会の決議

会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、

第１種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

（５）併合又は分割、無償割当て等

①株式の併合を行うときは、普通株式及び第１種優先株式の双方を同時に同一の割合で行う。

②株式の分割又は株式無償割当てを行うときは、以下のいずれかの方法により行う。

ａ普通株式及び第１種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合で行う。

ｂ普通株式又は第１種優先株式のいずれかについて株式の分割を行い、当該株式の分割と同時に、株式

の分割を行わない種類の株式に対して株式の分割を行う種類の株式を株式無償割当てする。株式無償

割当ては一株につき株式の分割の割合と同一の割合で行う。

（６）取得条項

①次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会が、それ以前の日を定めたときは、

その日）の到来をもって、その日に残存する第１種優先株式の全部を取得し、これと引換えに、第１種優

先株式１株につき当社の普通株式１株を第１種優先株主に交付する。

ａ当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（当会社の単独による株式移転

を除く。）に係る議案が全ての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は取締役会）で

承認された場合 当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日

ｂ普通株式の株券を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合（証券取引

法第27条の２第８項に規定される意味を有する。以下同じ。）が50パーセント超となった場合 当該株

券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日

②株式会社東京証券取引所が、当社の第１種優先株式を上場廃止とする旨の発表をした場合には、取締役

会が定める日の到来をもって、その日に残存する第１種優先株式の全部を取得し、当社はこれと引換え

に、第１種優先株式１株につき当社の普通株式１株を第１種優先株主に交付する。
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成14年７月29日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第１回新株予約権）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数（個）    283（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 73,580（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,743（注）３

新株予約権の行使期間
平成16年９月１日～
平成24年６月30日　　　　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 1,743
資本組入額　 　872

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、当社又は当社子会社を退任後も新株予約
   権を行使できる。
(2)対象者に法令又は当社もしくは当社子会社の内部規
   律に対する重大な違反行為があった場合、対象者は
   新株予約権を行使できない。
(3)対象者は、新株予約権を譲渡、質入れ、その他一切
   の処分をすることができない。
(4)対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対
   象者の配偶者、子、１親等の直系尊属に限り、新株
   予約権を行使することができる。
(5)この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取
   締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結す
   る新株予約権割当契約の定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的となる株式数は、260株であります。

２．当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整

される。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の

目的となる株式についてのみ行われ、調整計算の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率

また、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等に

おいては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

３．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を　　調

整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額
　
＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使、「商法

等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の旧商法第341条ノ２に基づく転換社債

の転換、および同法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除

く。）を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。なお、次の算式

において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいう。

調整後 
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行株式数又は処分株式数×１株当り払込金額又は処分価額

１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

さらに、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合

等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲において行使価

額を調整する。

４．平成18年１月５日開催の取締役会決議により、平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行っており

ます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約
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権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成19年７月26日開催の取締役会決議により、平成19年９月３日付で普通株式１株につき0.3株の割合にて第

１種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約

権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。
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②平成16年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第２回新株予約権）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数（個）   1,331（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 346,060（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）       1（注）３

新株予約権の行使期間
平成16年９月１日～
平成46年８月31日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1
資本組入額　　　1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任して
   いた会社の役員（取締役又は監査役）を退任したと
   きに限り、新株予約権を行使することができる。た
   だし、この場合、対象者は、対象者が上記の役員を
   退任した日の翌日（以下「権利行使開始日」とい
   う。）から当該権利行使開始日より10日を経過する
   日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
(2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分
   をすることができない。 
(3)対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対
   象者の配偶者、子、１親等の直系尊属に限り新株予
   約権を行使することができる。ただし、相続人は、
   当該役員が死亡退任した日の翌日から３ヶ月を経過
   する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 
(4)この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取
   締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受
   けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定め
   るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的となる株式数は、260株であります。

２．当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により

調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目

的となる株式についてのみ行われる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率

　　（調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。）

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を

行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

３．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額
　
＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合・無償割当ての比率

４．平成18年１月５日開催の取締役会決議により、平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成19年７月26日開催の取締役会決議により、平成19年９月３日付で普通株式１株につき0.3株の割合にて

第１種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。
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③平成16年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第３回新株予約権）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数（個）    23（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,980（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1（注）３

新株予約権の行使期間
平成17年９月１日～
平成22年８月31日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1
資本組入額　　　1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、当社又は当社子会社の取締役として在任
   中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社
   又は当社子会社の取締役を任期満了その他正当な理
   由により退任した場合は、この限りではない。 
(2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分
   をすることができない。
(3)新株予約権の相続は認めない。 
(4)この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取
   締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受
   けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定め
   るところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的となる株式数は、260株であります。

２．当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により

調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目

的となる株式についてのみ行われる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率

　　（調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。）

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を

行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

３．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額
　
＝ 調整前行使価額 ×

１
分割・併合・無償割当ての比率

４．平成18年１月５日開催の取締役会決議により、平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成19年７月26日開催の取締役会決議により、平成19年９月３日付で普通株式１株につき0.3株の割合にて第

１種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約

権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。
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④平成17年７月28日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第４回新株予約権）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数（個）     84（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 21,840（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）      1（注）３

新株予約権の行使期間
平成18年９月１日～
平成23年８月31日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1
資本組入額　　　1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、当社又は当社子会社の取締役として在任
   中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社
   又は当社子会社の取締役を任期満了その他正当な理
   由により退任した場合には、この限りではない。
(2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分
   をすることができない。 
(3)新株予約権の相続は認めない。 
(4)この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取
   締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受
   けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定め
   るところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的となる株式数は、260株であります。

２．当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により

調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目

的となる株式についてのみ行われる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率

　　（調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。）

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を

行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

３．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額
　
＝ 調整前行使価額 ×

１

分割・併合・無償割当ての比率

４．平成18年１月５日開催の取締役会決議により、平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成19年７月26日開催の取締役会決議により、平成19年９月３日付で普通株式１株につき0.3株の割合にて第

１種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約

権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

⑤平成18年７月27日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第５回新株予約権）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数（個）    44（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,720（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）     1（注）３

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日～
平成24年８月31日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1
資本組入額　　　1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、当社の取締役として在任中に限り、新株
   予約権を行使できる。ただし、当社の取締役を任期
   満了その他正当な理由により退任した場合には、こ
   の限りではない。
(2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分
   をすることができない。 
(3)新株予約権の相続は認めない。 
(4)この他の権利行使の条件は、定時株主総会決議およ
   び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当
   を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の
   定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取
　締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的となる株式数は、130株であります。

２．当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により

調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目

的となる株式についてのみ行われる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率

　　（調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。）

３．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額
　
＝ 調整前行使価額 ×

１

分割・併合・無償割当ての比率

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を

行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

４．平成19年７月26日開催の取締役会決議により、平成19年９月３日付で普通株式１株につき0.3株の割合にて第

１種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約

権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。
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⑥平成18年７月27日定時株主総会決議に基づくもの（株式会社伊藤園第６回新株予約権）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年10月31日)

新株予約権の数（個）   7（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 910（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）   1（注）３

新株予約権の行使期間
平成19年９月１日～
平成24年８月31日　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1
資本組入額　　　1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は、当社の子会社の取締役として在任中に限
   り、新株予約権を行使できる。ただし、当社の子会
   社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任
   した場合には、この限りではない。
(2)対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分
   をすることができない。 
(3)新株予約権の相続は認めない。 
(4)この他の権利行使の条件は、定時株主総会決議およ
   び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当
   を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の
   定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社の取
　締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的となる株式数は、130株であります。

２．当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により

調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目

的となる株式についてのみ行われる。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割、併合又は無償割当ての比率

　　（調整後生じる１株未満の端株は切り捨てる。

３．新株予約権発行日後に、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額
　
＝ 調整前行使価額 ×

１

分割・併合・無償割当ての比率

また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を

行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。

４．平成19年７月26日開催の取締役会決議により、平成19年９月３日付で普通株式１株につき0.3株の割合にて第

１種優先株式の無償割当てを行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約

権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年８月１日～
平成20年10月31日

－ 126,459,342 － 19,912 － 20,259

　

(5) 【大株主の状況】

①普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成20年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

グリーンコア株式会社 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目14番９号 19,653 21.55

財団法人　本庄国際奨学財団 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目14番９号 5,200 5.70

本庄　八郎 神奈川県横浜市青葉区 2,952 3.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,916 3.20

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 2,540 2.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,130 2.34

株式会社りそな銀行
大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１
号

1,933 2.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,760 1.93

東洋製罐株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目３番１号 1,710 1.87

伊藤園従業員持株会 東京都渋谷区本町３丁目47番10号 1,647 1.81

計 － 42,444 46.53

(注)　上記のほか、当社所有の自己株式2,021千株（2.22％）があります。
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②優先株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成20年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

グリーンコア株式会社 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目14番９号 5,895 16.73

ユービーエス　エージー　ロンドン　アカウ
ント　アイピービー　セグリゲイテッド　ク
ライアント　アカウント（常任代理人　シ
ティバンク銀行株式会社）

ＡＥＳＣＨＥＮＶＯＲＳＴＡＤＴ　４８　
ＣＨ－４００２　ＢＡＳＥＬ　ＳＷＩＴＺ
ＥＲＬＡＮＤ
（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

1,596 4.53

財団法人　本庄国際奨学財団 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目14番９号 1,560 4.43

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　ユーエス　
ペンション　ファンド　グローバル　ビジネ
ス　１３２５６１（常任代理人　株式会社
みずほコーポレート銀行）

ＯＮＥ　ＷＡＬＬ　ＳＴＲＥＥＴ　ＮＥＷ　
ＹＯＲＫ　ＮＹ　１０２８６　ＵＮＩＴＥＤ
　ＳＴＡＴＥＳ　ＯＦ　ＡＭＥＲＩＣＡ
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

939 2.67

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 913 2.59

本庄　八郎 神奈川県横浜市青葉区 882 2.50

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 762 2.16

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 592 1.68

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 533 1.51

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　ジャス
ディック　トリーティー　アカウント（常
任代理人　株式会社みずほコーポレート銀
行）

ＯＮＥ　ＷＡＬＬ　ＳＴＲＥＥＴ，ＮＥＷ　
ＹＯＲＫ，　ＮＹ　１０２８６　ＵＳＡ
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

417 1.18

計 － 14,092 39.98
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　平成20年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 第１種優先株式 33,466,100 －
「１(１)②発行済株式」の
「内容」の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － ―

議決権制限株式（その他） － － ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ ―
普通株式       2,021,300

完全議決権株式（その他） 普通株式      89,175,800891,758 ―

単元未満株式
普通株式          15,280
第１種優先株式 1,780,862

－ ―

発行済株式総数 126,459,342 － ―

総株主の議決権 － 891,758 ―

(注)「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株（議決権８個）

含まれております。　

　

② 【自己株式等】

　平成20年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式） 東京都渋谷区本町 普通株式
－

普通株式 普通株式

株式会社伊藤園 ３丁目47番10号 2,021,300 2,021,300 2.22

計 ― 2,021,300 － 2,021,300 2.22

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

（1）普通株式

月別 平成20年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 1,816 1,847 1,706 1,701 1,703 1,650

最低(円) 1,633 1,625 1,410 1,566 1,325 1,228

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

　

（２）第１種優先株式

月別 平成20年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 1,175 1,194 1,159 1,233 1,242 1,159

最低(円) 1,070 1,120 1,070 1,130 1,042 1,000

(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年７月31日）から、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年８月１

日から平成20年10月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年５月１日から平成20年10月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,591 22,549

受取手形及び売掛金 27,815 28,062

商品及び製品 17,264 16,154

原材料及び貯蔵品 10,866 7,784

その他 10,844 10,502

貸倒引当金 △111 △129

流動資産合計 83,270 84,923

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 15,670 15,857

土地 14,063 14,077

リース資産（純額） 6,986 －

その他（純額） 3,603 3,691

有形固定資産合計 ※１
 40,324

※１
 33,626

無形固定資産

のれん 14,525 14,682

リース資産 121 －

その他 7,392 6,151

無形固定資産合計 22,040 20,833

投資その他の資産

投資その他の資産合計 ※２
 14,613

※２
 15,303

固定資産合計 76,978 69,763

資産合計 160,248 154,687
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年４月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 22,634 24,449

リース債務 1,465 －

未払費用 12,615 12,870

未払法人税等 3,455 3,447

賞与引当金 3,080 2,674

その他 1,603 1,942

流動負債合計 44,854 45,384

固定負債

リース債務 6,165 －

退職給付引当金 3,407 3,203

その他 1,653 1,580

固定負債合計 11,226 4,783

負債合計 56,080 50,168

純資産の部

株主資本

資本金 19,912 19,912

資本剰余金 20,259 20,259

利益剰余金 73,110 72,537

自己株式 △4,882 △4,880

株主資本合計 108,399 107,828

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 367 766

繰延ヘッジ損益 △55 △11

土地再評価差額金 △3,069 △3,069

為替換算調整勘定 △1,620 △1,085

評価・換算差額等合計 △4,378 △3,401

新株予約権 17 17

少数株主持分 130 73

純資産合計 104,168 104,519

負債純資産合計 160,248 154,687
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
　至 平成20年10月31日)

売上高 181,451

売上原価 91,658

売上総利益 89,792

販売費及び一般管理費 ※
 82,670

営業利益 7,122

営業外収益

受取利息 30

受取配当金 29

持分法による投資利益 25

その他 211

営業外収益合計 296

営業外費用

支払利息 98

為替差損 91

その他 118

営業外費用合計 308

経常利益 7,110

特別利益

投資有価証券売却益 3

固定資産受贈益 34

特別利益合計 38

特別損失

固定資産廃棄損 69

投資有価証券評価損 498

減損損失 199

その他 4

特別損失合計 772

税金等調整前四半期純利益 6,375

法人税等 3,128

少数株主利益 56

四半期純利益 3,190
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年８月１日
　至 平成20年10月31日)

売上高 91,654

売上原価 46,309

売上総利益 45,345

販売費及び一般管理費 ※
 40,434

営業利益 4,910

営業外収益

受取利息 13

受取配当金 0

持分法による投資利益 0

その他 92

営業外収益合計 107

営業外費用

支払利息 69

為替差損 170

その他 48

営業外費用合計 288

経常利益 4,729

特別利益

投資有価証券売却益 3

固定資産受贈益 34

特別利益合計 38

特別損失

固定資産廃棄損 40

投資有価証券評価損 497

減損損失 199

その他 1

特別損失合計 739

税金等調整前四半期純利益 4,028

法人税等 1,904

少数株主利益 9

四半期純利益 2,114
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年５月１日
　至 平成20年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,375

減価償却費 1,711

減損損失 199

のれん償却額 454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 405

退職給付引当金の増減額（△は減少） 204

受取利息及び受取配当金 △59

支払利息 98

為替差損益（△は益） 12

持分法による投資損益（△は益） △25

固定資産受贈益 △34

固定資産廃棄損 69

投資有価証券評価損益（△は益） 498

投資有価証券売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 231

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,263

その他の流動資産の増減額（△は増加） △262

その他の固定資産の増減額（△は増加） △202

仕入債務の増減額（△は減少） △1,784

未払消費税等の増減額（△は減少） △76

その他の流動負債の増減額（△は減少） △237

その他 484

小計 3,814

利息及び配当金の受取額 64

利息の支払額 △98

法人税等の支払額 △3,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 694

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,957

長期前払費用の取得による支出 △133

有形及び無形固定資産の売却による収入 4

関係会社株式の取得による支出 △540

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △8

自己株式の処分による収入 3

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △438

配当金の支払額 △2,525

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,968

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,957

現金及び現金同等物の期首残高 22,549

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 16,591
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

１　連結の範囲の変更
(1)連結の範囲の変更
　平成20年４月１日をもって、連結子会社「フードエックス・グ
ローブ株式会社」は、連結子会社「タリーズコーヒージャパン
株式会社」を吸収合併したうえで、商号を「タリーズコーヒー
ジャパン株式会社」(現・連結子会社)に変更いたしました。

(2)変更後の連結子会社数　　　　15社
 

２　会計方針の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法
によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資
産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18 年
７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による
原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）により算出しております。これにより当第２四
半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半
期純利益は、それぞれ１億93百万円減少しております。 
　また、たな卸資産の処分に係る損失については、従来「営業外
費用」に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間から
売上原価として処理する方法に変更いたしました。この変更に
より、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累
計期間の売上総利益及び営業利益がそれぞれ３億77百万円減少
しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与
える影響はありません。 
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してお
ります。 

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理　
　 に関する当面の取扱いの適用 
　第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在
外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第
18 号平成18 年５月17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を
行っております。これに伴う当第２四半期連結累計期間の営業
利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は
軽微であります。 

(3)リース取引に関する会計基準等の適用 
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成
５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日
改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計
士協会  会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成
20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務
諸表から適用することができることになったことに伴い、第１
四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外
ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法
については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度
前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しており
ます。この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産
が有形固定資産に69億86百万円、無形固定資産に１億21百万円
計上されており、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利
益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま
す。 

　

【簡便な会計処理】
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当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

　棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結会計期間末におけるたな卸資産の簿
価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについ
て正味売却価額を見積り、簿価切下げを行なっておりま
す。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

　税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含
む連結会計年度の税引前純損益に対する税効果会計適用
後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に
当該見積実効税率を乗じて計算しております。
　なお、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調
整額」を「法人税等」として一括掲記しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日)

前連結会計年度末
(平成20年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額　　18,582百万円 

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

　　　　　投資その他の資産　　　　　　  362百万円 

　　　　

※１ 有形固定資産の減価償却累計額　　17,382百万円 

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

　　　　　投資その他の資産　　　　　　　331百万円 

　

(四半期連結損益計算書関係)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

    次のとおりであります。 

  販売手数料　                        25,873百万円

  広告宣伝費　                 　      7,899百万円 

  貸倒引当金繰入額                　 　 　56百万円 

  運送費　                             8,213百万円 

  給与手当　                        　15,051百万円 

  賞与引当金繰入額　                 　2,865百万円 

  退職給付費用　　　                     654百万円 

  リース料 　                          6,035百万円 

  減価償却費　                         1,265百万円 

  研究開発費　                         　968百万円 
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当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年８月１日 
 至　平成20年10月31日)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

    次のとおりであります。 

  販売手数料　                        13,534百万円

  広告宣伝費　                 　      2,583百万円 

  貸倒引当金繰入額                　 　 　21百万円 

  運送費　                             4,089百万円 

  給与手当　                         　7,616百万円 

  賞与引当金繰入額　                 　1,312百万円 

  退職給付費用　　　                     323百万円 

  リース料 　                          2,943百万円 

  減価償却費　                           730百万円 

  研究開発費　                         　493百万円 

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高（16,591百万円）

は四半期連結貸借対照表に掲記されている現金及び預

金勘定と一致しております。
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年５月１日

　至　平成20年10月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末（千株）

普通株式 91,212

第１種優先株式 35,246

合計 126,459

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末（千株）

普通株式 2,021

第１種優先株式 19

合計 2,041

　

３．新株予約権等に関する事項

ストックオプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　提出会社　17百万円
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４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年７月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,694 19平成20年４月30日 平成20年７月30日　

第１種
優先株式

利益剰余金 845 24平成20年４月30日 平成20年７月30日　

　

（２）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、

        配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年12月３日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,694 19平成20年10月31日 平成21年１月15日　

第１種
優先株式

利益剰余金 845 24平成20年10月31日 平成21年１月15日　

　

５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末においては、全てヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除い
ております。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日)

茶葉　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　（リーフ）
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　関連事業
(百万円)

飲料　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
（ドリンク）
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
関連事業
(百万円)

その他の　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,499 79,966 5,188 91,654 ― 91,654

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,499 79,966 5,188 91,654 ― 91,654

営業利益 882 8,850 94 9,827 (4,916) 4,910

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年５月１日　至　平成20年10月31日)

茶葉　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　（リーフ）
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　関連事業
(百万円)

飲料　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
（ドリンク）
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
関連事業
(百万円)

その他の　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

13,833157,667 9,950 181,451 ― 181,451

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 13,833157,667 9,950 181,451 ― 181,451

営業利益 1,797 17,857 185 19,840(12,717)7,122

（注）１　事業区分は製品・商品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、茶葉（リーフ）関連、飲料

　　（ドリンク）関連、その他に区分しております。 

２　各事業の主な製品及び商品 

　　(1)茶葉（リーフ）関連事業………緑茶・ウーロン茶等の茶葉（リーフ）製品 

　　(2)飲料（ドリンク）関連事業……日本茶・中国茶・野菜・果実・コーヒー・水・紅茶・機能性等の飲料

                                  （ドリンク）製品 

　  (3)その他の事業……………………上記以外の製品及び仕入商品、食材等 
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３　会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載の通り、たな卸資産については、従

来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算出しております。これに

より、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、茶葉(リーフ)関連事業は22百万円、飲料(ドリンク)関連事業は１

億71百万円、その他の事業は０百万円、それぞれ減少しております。

 また、たな卸資産の処分に係る損失については、従来「営業外費用」に計上しておりましたが、第１四半期連結

会計期間から売上原価として処理する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比

較して当第２四半期連結累計期間の営業利益が、茶葉(リーフ)関連事業は97百万円、飲料(ドリンク)関連事業は

２億76百万円、その他の事業は４百万円、それぞれ減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日)及び
当第２四半期連結累計期間(自　平成20年５月１日　至　平成20年10月31日)

　　　　

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年８月１日　至　平成20年10月31日)及び
当第２四半期連結累計期間(自　平成20年５月１日　至　平成20年10月31日)

　　　　

　海外売上高の合計が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社伊藤園(E00414)

四半期報告書

32/37



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年10月31日)

前連結会計年度末
(平成20年４月30日)

　　　　　普通株式 834円64銭

　　　　　優先株式 839円64銭

　　　　　普通株式 836円81銭

　　　　　優先株式 845円61銭

　

２　１株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

（普通株式）

１株当たり四半期純利益 24.23円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 24.15円

（第１種優先株式）

１株当たり四半期純利益 29.23円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 29.15円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年５月１日 
 至　平成20年10月31日)

１株当たり四半期純利益

　四半期純利益(百万円) 3,190

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 2,160

　第１種優先株式に係る四半期純利益(百万円) 1,029

　普通株式の期中平均株式数(千株) 89,191

　第１種優先株式の期中平均株式数(千株) 35,228

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 　四半期純利益調整額(百万円) －

 　普通株式増加数(千株) 380

 　（うち新株予約権（千株）） （380）

　 普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,163

　 第１種優先株式に係る四半期純利益(百万円) 1,027

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

－
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年８月１日 
 至　平成20年10月31日)

(普通株式)

１株当たり四半期純利益 15.58円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 15.53円

(第１種優先株式)

１株当たり四半期純利益 20.58円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 20.53円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年８月１日 
 至　平成20年10月31日)

１株当たり四半期純利益

　四半期純利益(百万円) 2,114

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,389

　第１種優先株式に係る四半期純利益(百万円) 724

　普通株式の期中平均株式数(千株) 89,191

　第１種優先株式の期中平均株式数(千株) 35,227

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 　四半期純利益調整額(百万円) －

 　普通株式増加数(千株) 380

 　（うち新株予約権（千株）） （380）

　 普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,390

　 第１種優先株式に係る四半期純利益(百万円) 723

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

－

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行なっておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取

引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。

EDINET提出書類

株式会社伊藤園(E00414)

四半期報告書

34/37



２【その他】

  第44期（平成20年５月１日から平成21年４月30日まで）中間配当については、平成20年12月３日開催

の取締役会において、平成20年10月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　普通株式　1,694百万円　第１種優先株式　845百万円

　②　１株当たりの金額　普通株式　　 19円00銭　第１種優先株式　 24円00銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日

　　　　　　　　　　　　普通株式及び第１種優先株式　　　平成21年１月15日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年12月12日

株式会社伊藤園

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　飯　田　　　輝　夫　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　井　上　　　智　由　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　西　田　　　俊　之　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社伊藤園の平成20年5月1日から平成21年4月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成20年

8月1日から平成20年10月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成20年5月1日から平成20年10月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社伊藤園及び連結子会社の平成20年10

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成

績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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